
目

次

規

則

○
青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

訓

令

○
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
設
置
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
二

○
世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqq（

同

）
…
三

告

示

○
文
書
記
号
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
三

規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
三
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
行
政
経
営
管
理
課
の
項
の
第
十
八
号
を
削
り
、
同
条
の
総
務
学
事
課
の
項
の
第
二
十

六
号
中
「
事
務
、
公
益
認
定
等
審
議
会
及
び
行
政
不
服
審
査
会
」
を
「
事
務
及
び
公
益
認
定
等
審
議

会
」
に
改
め
、
同
条
の
税
務
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
の
第
二
十
二
号
中
「
に
関
す
る
こ
と
（
」
を
「
及
び
地
方
独

立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
（
社
会
福
祉
審
議
会
に
関
す
る
事
務
中
」
に
、
「
事
務
」

を
「
事
務
並
び
に
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
関
す
る
事
務
中
農
林
水
産
政
策
課
の
分
掌
に

係
る
事
務
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
の
新
産
業
創
造
課
の
項
の
第
四
号
中
「
工
業
標
準
化
」
を
「
産
業
標
準
化
」
に
改

め
る
。

第
十
四
条
の
農
林
水
産
政
策
課
の
項
の
第
十
六
号
中
「
農
政
審
議
会
」
の
下
に
「
及
び
地
方
独
立

行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
を
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
関
す
る

事
務
中
農
林
水
産
政
策
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
構
造
政
策
課
の
項

中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
を

第
十
八
号
と
し
、
同
項
の
第
二
十
号
中
「
農
業
の
機
械
化
及
び
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
養
成
」
を
「
農
作

業
安
全
対
策
の
推
進
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
十
九
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十

号
と
し
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
す
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
、
企
画
調
整
課
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
と
と
も
に
」
を
削
り
、
「
交
通

政
策
課
及
び
広
報
広
聴
課
」
を
「
企
画
調
整
課
、
地
域
活
力
振
興
課
、
情
報
シ
ス
テ
ム
課
及
び
統
計

分
析
課
」
に
、
「
地
域
活
力
振
興
課
、
情
報
シ
ス
テ
ム
課
及
び
統
計
分
析
課
」
を
「
交
通
政
策
課
及

び
広
報
広
聴
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
事
務
に
」
を
「
事
務
及
び
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
事
務

に
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九

号
を
第
八
号
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
事
務
に
」
を
「
事
務
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
青
森
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
社
会
福
祉
審
議

会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青
森

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五

委
員

学
識

五
人

二
年

委
員

健
康

青
森
県
報
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号
外
第
二
十
八
号

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
九
日

（
金
曜
日
）



県
地

方
独

立
行

政
法

人
評

価
委

員
会

年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
八
条

第
四
項
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、

第
二
十
八
条
第
四
項
、
第
三
十
条

第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
二
第
五

項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
、
第
四

十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
五
十
六

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
七
条
第

二
項
、
第
七
十
八
条
第
四
項
、
第

七
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
百
八

条
第
二
項
及
び
第
百
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
意
見
を

述
べ
る
こ
と
。

二

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
立
大
学
法
人
の
業
務
の
実
績
を

評
価
す
る
こ
と
。

三

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十

八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

公
立
大
学
法
人
に
勧
告
す
る
こ

と
。

四

そ
の
他
地
方
独
立
行
政
法
人
法

の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ

せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ

と
。

長委
員

経
験

を
有

す
る

者

以
内

の
互

選

福
祉

政
策

課

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
二
の
新
産
業

創
造
課
の
項
の
第
四
号
の
改
正
規
定
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
、
第
十
一
条
の
税
務
課
の
項
、
第
三
十

条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
設
置
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
設
置
規
程

（
設
置
）

第
一
条

企
画
政
策
部
に
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
（
以
下
「
準
備
室
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
二
条

準
備
室
は
、
第
八
十
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
準
備
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

（
準
備
室
の
職
等
）

第
三
条

準
備
室
に
室
長
を
置
く
。

２

室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
準
備
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
四
条

準
備
室
に
必
要
に
応
じ
室
長
代
理
、
総
括
副
参
事
、
副
参
事
、
総
括
主
幹
、
総
括
主
幹
専

門
員
、
主
幹
、
主
幹
専
門
員
、
主
査
、
主
任
専
門
員
及
び
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

２

室
長
代
理
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
室
長
を
補
佐
し
、
準
備
室
の
事
務
を
整
理
す
る
と
と
も
に

準
備
室
の
所
掌
事
務
の
う
ち
室
長
が
特
に
命
じ
た
重
要
な
事
項
を
掌
理
す
る
。

３

総
括
副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
準
備
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
重
要
な
事
項
に
つ
い

て
企
画
、
調
査
及
び
立
案
を
行
う
。

４

副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
準
備
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
企
画
、

調
査
及
び
立
案
を
行
う
。

５

総
括
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
準
備
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立

案
に
当
た
る
。
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６

総
括
主
幹
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
準
備
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
培
わ
れ
た
知
識
、
経

験
又
は
能
力
に
応
じ
た
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

７

主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
準
備
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た

る
。

８

主
幹
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
準
備
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又

は
能
力
に
応
じ
た
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

９

主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
な
事
務
を
処
理
す
る
。

10

主
任
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又
は
能
力
に
応
じ
た
重
要
な
事

務
を
処
理
す
る
。

11

そ
の
他
の
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
準
備
室
の
事
務
に
従
事
す
る
。

（
準
備
室
の
担
当
次
長
等
）

第
五
条

企
画
政
策
部
の
次
長
の
う
ち
交
通
政
策
課
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
次
長
は
、
部
長
を
補

佐
し
、
準
備
室
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
。

２

企
画
政
策
部
の
報
道
監
の
う
ち
準
備
室
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
次
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ

て
充
て
ら
れ
る
報
道
監
は
、
準
備
室
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
設
置
規
程
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
地
域
活
力
振
興
課
」
を
「
企
画
調
整
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
九
号

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
十
二
号
（
文
書
記
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
の
表
世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室

青
国
ス
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人
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青
森
市
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一
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目
一
番
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号

青

森

県

(印
刷
所
・
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市
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